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お知らせ

ίϩφՒにىҼしたӦֻかΓ૿し経費に対するࢧԉを行います。

⃝受付期間
̑月13日（金）まで
⃝受付ॴɾ࣌間
・場産ۀ経済課
・+"とまこまい域ްਅ支所
※いずれも平日̕時～17時
⃝ඞཁॻྨ等
・ 令和２年分所得税੨৭申ࢉܾࠂ書または

収支内༁書（ന৭）
法人の場合は令和２年のܾࢉ書類（対象
経費が分かるもの）

・印ؑ（認印）
・通帳等（補助金の受औ口座が分かるもの）

新型ίϩφウイルεײછの֦େで、世ք的に経済情
がѱԽし、ݪ༉価֨の高ಅに伴う生産資ࡐの上がりや、
配合ࣂ料価֨の高止まりなどに加͑、産のध要と価֨
も低しۀ経ӦがେきなӨڹを受けているための支援ࡦ
です。該当する経費がある方は、ඞずظ間内に申請をお願
いします。

⃝対象ੈଳ
令和２年時でӦしており、令和４年以降もӦを継続
する予定の方
⃝対象経費
令和２年分の確定申ࠂ時に申ࠂした①～④の経費ʷ̓ˋ
①ං料費　②ࣂ料費　③ॾࡐ料費　④動ྗ光熱費
※ ̓ ˋは、ίϩφՒにىҼしたۀ生産費の高ಅׂ合（ਫ

ল提ࣔ資料よりࢉ出）
※対象経費の上限額2,000万円
⃝補助額
対象経費の１ʗ２以内（1,000円未満りࣺて）
※予ࢉの関係で減額となる場合があります

産ۀ経済課 ۀグループ　☎ 27‒2419
+" とまこまい域ްਅ支所　☎ 27‒2694ۀੜ࢈費高ಅରۀࣄࡦ補助金

ίϛϡχςΟ活ಈ補助 ίϛϡχティ運動ਪ進ٞڠ会事務ہ　☎ 27‒3179
（まͪͮくりਪ進課　اը調整グループ内）

地ҬՖஃͮ͘Γ׆ಈ助成事業
Ὂ 他のϞσルとなることがظできるՖஃの理

費を助成します。
対　　象　自࣏会・町内の団体
補助ۚ額　 ԊಓのՖஃ施ઃ費ʜ面積が５ᶷ以上10

ᶷ未満は１万５ઍ円、10ᶷ以上は２万円
Ֆஃの理費ʜ１団体の上限̓ઍ円（予
（のൣғ内で助成ࢉ

ืू期間　11月30日（ਫ）まで
フϥϫーϚスλーҭ成事業

Ὂ フラϫーϚεター認定講श会受講に係るཱྀ行費
用等を支給します。
対　　象　町民
補助ۚ額　講श会受講ཱྀ費（実費分）
ืू期間　11月30日（ਫ）まで

空き؈रい׆ಈྭ事業
Ὂۭき؈रい活動に対して助成します。
対　　象　団体（15人以上）
補助ۚ額　年3ઍ円以内
ืू期間　11月30日（ਫ）まで

ಈྭ事業׆తจ化ੑݸ
Ὂ 町内の団体、αーΫルなどが自主的・主体的に

औり組む事ۀに対して補助します。
対　　象　町民（10人以上）
補助ۚ額　 ։์的でݸ性的なจԽ活動のॳظ資

経費として１回に限り上限３万円（予
（のൣғ内で助成ࢉ

ืू期間　11月30日（ਫ）まで

地Ҭจ化のҭ成ڥඒ化׆ಈに係る費用の一部を助成しͯいます。

·͓ͪ͜͠ྭ まͪͮくりਪ進課　اը調整グループ　☎ 27‒3179
ொ内のஂ体αーΫϧなͲがࣗओత、ओ体తに取Γむ事業に係る費用の一部を助成しͯいます。

⃝対象事業
①まͪおこし事ۀ　②人ࡐ育成事ۀ　③ಛ産։発事ۀ
④จԽ活動　⑤地域活動　ᶈその他まͪおこしと認めた事ۀ
※ 団体の経ৗ的運Ӧ費、Ӧ利を目的とするもの、入場料を

収するもの、事ۀ費が５万円未満のものは対象にならない
場合がありますので、事前におい合わͤください。

⃝対象
団体・αーΫル
⃝補助ۚ額
補助対象経費の３分の２以内

（１事ۀの上限は30万円）
⃝ืू期間
12月29日（）まで

。はࣗಈతにୀされないのでಧ͚ग़がඞཁですݥอ߁ຽ݈ࠃ

町外に引ͬ越す場合や、ۈめઌの݈
保険（ࣾ会保険等）に加入した場合で߁
も、国民݈߁保険は自動的に退には
なりまͤΜので、届け出がඞ要です。

次の理༝が生͡たときは、14日以内
に届け出をしてください。

届け出をされないと、保険料がೋॏ
になͬたり、ҩྍ費が全額自己ෛ୲に
なるなど、被保険者に不利益になるこ
とがあります。

⃝ಧ͚ग़がඞཁな合
①町外に転出した
② ࣾ 会保険など他の保険に入ͬた・家の保険の被ැ養者になͬた
③生活保護の受給を։࢝した
したࢮ④
⃝ಧ͚ग़にඞཁなの
印ؑ、国民݈߁保険証、以下の書類
②の場合ʜ新しい保険証または݈߁保険資֨औ得証明書
③の場合ʜ生活保護։ܾ࢝定通知書
④ の場合でࡇ費の申請をするときʜّを行ͬたことと主

のࢯ名が確認できるもの（会礼状ϋΨキなど）、主名ٛの
口座が確認できるもの

住民課 町民生活グループ　☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）͜Μͳͱきʹࠃ保ʹಧ͚ग़Λ

総務課 総務人事グループ　☎ 27‒2322ห࢜ޢʹΑΔແྉ๏૬ஊձ

ʓ૬ஊྉはແྉです
※ 実際にґཔする場合のห護࢜費用は、૬ஊห護

。におい合わͤください࢜

ʓ૬ஊされる合は、事લに༧しͯͩ͘さい
※ ૬ஊ当日、会場にお越しいただいても、ઌ

約があͬておͪいただく場合や受けられない
場合もありますのでご了承ください。

ձの͝Ҋ内

ް ਅ Ὂ総合福祉センター
町165ʵ１ژ

্ްਅ Ὂްೆ会ؗ
上ްਅ219ʵ１

ૣ དྷ Ὂ҆平町保݈センター
҆平町ૣདྷେ町95

 分 Ὂ҆平町͵くもりセンター
҆平町分中ԝ１ʵ40

։࠵日
։࠵場所

前　ޕ
ø0時30分～12時

後　ޕ
1時30分～3時

4月øø日ï月ð ް 　 ਅ ૣ 　 དྷ
4月ùü日ï月ð  　 分 ް 　 ਅ
5月 ̕日(月) ް 　 ਅ ૣ 　 དྷ
5月ùú日ï月ð ૣ 　 དྷ ্ ް ਅ
6月̒日（月） ް 　 ਅ  　 分
6月ù÷日ï月ð ૣ 　 དྷ ް 　 ਅ
7月４日（月） ް 　 ਅ ૣ 　 དྷ
7月øĀ日ï火ð  　 分 ্ ް ਅ
8月１日（月） ް 　 ਅ ૣ 　 དྷ
8月øü日ï月ð ૣ 　 དྷ ް 　 ਅ
8月ùĀ日ï月ð ް 　 ਅ  　 分
9月øù日ï月ð ૣ 　 དྷ ް 　 ਅ
9月ùý日ï月ð ް 　 ਅ ૣ 　 དྷ

ްਅொと҆ฏொで、ࡳຈห࢜ޢձ地Ҭ࢘๏対策ҕһձにΑるʮແྉ๏૬ஊձʯを։࠵します。
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お知らせ

地震対策と地球温暖化防止のため住まいの整備にかかる費用の一部を補助します。

町税の滞納がない方
 町内の住宅（ซ用住宅の場合住宅部分に限る）に施・ઃ置する場合に限ります。
 ื 、のൣғ内で行うためࢉ間は令和５年３月22日（ਫ）まで。ただし、ืूは予ظू

ઌணॱです。予ࢉのൣғを͑た時で補助事ۀはऴ了となります。
通補助要件ڞ

ઃ課ݐ ☎　ங住宅グループݐ 27‒2325住宅関係の補助制度

補助金額 上限30万円
補助対象 ত和56年５月31日以前にணした性能評1�0未満の住宅の改म事

補助金額
ઃ置事費の30ˋ

ʲଠཅ光発ిγεテムのみઃ置の場合 　r　　　　　限度額30万円
ʲిઃ備を付加する場合 　r　　　　　　　　　限度額40万円
ʲଠཅ光発ిγεテムとి両方をઃ置の場合 　r限度額70万円

補助対象

発ి༨ిྗの売買契約ができる、または発ిిྗをすべて自家使用とする
10LX未満のଠཅ光発ిγεテムのઃ置、طଘのଠཅ光発ిγεテムに付加し
てిઃ備をઃ置、または 10LX未満のଠཅ光発ిγεテムとి両方を
ઃ置する場合（未使用に限る）
※ 令和４年４月１日以降のઃ置かつ令和４年度内に事が了しిྗ会ࣾとの

ిྗध給が։࢝できるγεテムであること

補助金額ʲ町内の店から購入の場合 本r体購入価֨の２分の１（限度額15万円）
ʲ町外の店から購入の場合 本r体購入価֨の２分の１（限度額10万円）

補助対象 住宅にઃ置する࣭ペレοτやまき等を೩料として、本体࣭ࡐがரమや中߯൘
と同等かそれ以上のٱ性を有するஆ器具の購入

補助金額 リフォーム費用の５分の１
（①の事とซ用　限度額45万円）（②③の事とซ用　限度額30万円）

補助対象
上記①～③までの事等とซͤて実施する住宅の改मまたは༷ସ͑の事
※住宅リフォームだけでは該当になりまͤΜ
※ซ用する事によͬて限度額がมわります

①既存住宅耐震改修費補助

②住宅太陽光発電システム設置補助

③ペレットストーブ等購入費補助

④住宅リフォーム推進補助

アパートの建設にかかる費用の一部を補助します。

⃝対象
新たに町内の市֗Խ۠域内に民間アύーτをݐઃ
する方（法人・ݸ人）
⃝補助額
１-%,ʜ１戸当たり110万円
２-%,ʜ１戸当たり130万円
３-%,以上ʜ１戸当たり150万円
※ １-%,と２-%,、3-%,の組み合わͤで構成す

ること
※１౩当たり上限金額は960万円
※ 防൜対ࡦを֤戸に行う場合、１౩につき10万円

を上限として૿額

⃝受付期間
̒月30日（）まで
※ ෳ数の交付ر者がある場合はநબによりܾ定
（町内在住の方を༏ઌ）

⃝対象　市֗Խ調整۠域と都市計ը۠域外にあるۭき家住宅をऔ得・改मなどを行い10年以上ډ住する方

⃝対象
所有関係が明確な町内にあるಛ定ۭき家を、所有
者等が解体事ۀ者に請けෛわͤて解体する事
※ ಛ定ۭき家とは適に理されていないۭき家

で町長が認めたもの

⃝補助内容
補助内༰は、現在整備中です。
につきましては、５月以降にϗームペーδなࡉৄ
どでお知らͤします。
⃝工事対象期間
令和５年３月31日（金）まで

令和４年10月1日（土）から、後ظ高齢者（75歳
以上の方と65歳～74歳で一定のোがいのある方）
で一定以上の所得のある方は、現ฒみ所得者（窓
口ෛ୲ׂ合3ׂ）を除き、ҩྍ費の窓口ෛ୲ׂ合が
2ׂになります。住民税ඇ課税世帯の方は、ج本的
に1ׂෛ୲です。

や、ෛ୲を抑͑る配ྀા置についܠしのഎݟ
てのご࣭などは、ް生࿑ಇলίールセンターな
どにおい合わͤください。

⃝問い合わせ
ް生࿑ಇলίールセンター
☎0120ô002ô719　※։ઃは５月31日（火）まで
北ւಓ後ظ高齢者ҩྍ域連合
☎011ô290�5601

場住民課　町民生活グループ

⃝対象
金融機関の融資を活用する方
⃝内容
ᾇ 借入により発生する利ଉ（保証料を除く）に対して

１ˋを上限として10年間助成する
※500万円までの借入に発生する利子が対象

ᾈ 10年間ډ住した場合、借入額の２分の１を補助する
※補助額上限250万円
※ ᾇとᾈを合わͤた助成の上限は借入額の２分の１

⃝対象
やむを得ず金融機関の融資を受けられな
い方
⃝内容
ᾇ上限500万円とする融資を行う

※ঈؐظ間20年以内、貸付利子年0�5ˋ
ᾈ 10年間ډ住した場合、借入額の２分の

１のঈؐを免除する
※免除額上限250万円

ઃ課ݐ ☎　ங住宅グループݐ 27‒2325アパート建築費の補助制度

ઃ課ݐ ☎　ங住宅グループݐ 27‒2325

ઃ課ݐ ☎　ங住宅グループݐ 27‒2325

住民課 町民生活グループ　☎ 26‒7871

空き家等利活用資金の助成・貸付

特定空き家解体費の補助

後期高齢者医療保険
助
成

貸
付

適なҡ持理が行われず์置されているۭき家がݪҼでۙྡや
通行人にଛ害を与͑た場合、その任をわれることもあります。

空き家の適切な維持管理
をお願いします

空き家住宅の取得、改修（改築含む）、宅地の取得に係る経費の助成または貸付を行います。

特定空き家の解体に係る経費の一部を補助します。

後期高齢者医療費の窓口負担割合が見直されます。

北海道が実施する共同購入事業の併用が可能です
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住民課 町民生活グループ ☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）

住民課 福祉グループ ☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）

高齢者の҆શӡసΛࢧԉ͠·͢

Ҭհޢ༧活ಈࢧԉۀࣄ補助金

҆શӡసαϙートΧー購入費用、ペμϧ౿Έ間ҧいٸ発進等੍置整備費用の一部を助成します。

高齢者等のࣾձతཱݽの解ফ、৺の݈߁อ持、ཁհޢঢ়ଶの༧防、地Ҭの͋͑ࢧい体੍を推進します。

⃝֓　ཁ
交通事故防止のため、満70歳以上の高齢運転者を
対象に、「衝突被害軽減ブレーキ」「ペダル踏み間違
い急発進等抑制装置」を搭載する車両の購入費用や、
車両の購入後に後付けで「ペダル踏み間違い急発進
等抑制装置」の整備費用の一部を助成します。
⃝補助対象者
①町内に住所を有し、令和５年３月31日現在で満

70歳以上の方（令和３年４月１日から令和４年
３月31日までに補助対象となる車両を購入した
場合は、今年３月31日現在で満70歳の方）

②自動車運転免許証を保有している方
③町税などを滞納していない方
※過去に同補助金の交付を受けた方は対象外
⃝補助対象のं྆
①自ら使用する自己所有の車両
②今年４月１日以降に新規登録された車両（中古車

含む）および車両所有後に後付けで装置を整備し
た車両

⃝補助ۚ額
導入経費（実費額）から国の補助金を差し引いた金額
が対象
①車両導入補助　上限３万円
※衝突被害軽減ブレーキまたはペダル踏み間違い急

発進等抑制装置搭載車を購入した場合
②後付け装置導入補助　上限３万円
※後付けでペダル踏み間違い急発進等抑制装置を整

備した場合
※１人につき①か②のいずれか１台（回）限り
③補助申請代行手数料補助　5,000円
※国などの補助申請を自動車販売店などが代行した

場合の手数料
⃝ඞཁॻྨ
・補助金交付申請書（住民課で配布）
・調査等同意書（住民課で配布）
・補助金請求書（住民課で配布）
・領収書の写し
・自動車検査証の写し
・自動車運転免許証の写し
・振り込み口座情報が分かる書類（通帳などの写し）
⃝ਃ期ݶ
令和５年３月31日（金）まで

⃝補助対象ஂ体
住民組織、ＮＰＯ法人、ボランティア団体
⃝補助対象事業
団体等が高齢者を対象とする自主的な通いの場に資する地域
介護予防活動であり、次に掲げるすべての要件を満たすもの
①交付対象活動が次のいずれかに該当すること

ア：運動機能の向上に資する活動
イ：口腔機能の向上に資する活動
ウ：認知機能の低下予防に資する活動
エ：栄養改善に資する活動
オ：その他介護予防に関し、町長が適当と認めた活動

②１回当たりの実施時間がおおむね１時間以上で月２回以上
実施すること

③平均参加者数が５人以上であること
④交付対象活動を３カ月以上継続して実施すること
⑤参加者は町内に住所を有するおおむね65歳以上方で構成さ

れていること

⃝ަ付対象経費
・講師謝金
・光熱費
・会場借上料
・介護予防機器器具の賃借料など
⃝補助ۚ額
上限12万円
⃝ਃ期ݶ
令和５年３月31日（金）まで

৽ࠗੈଳに৽ੜ׆に͏住宅の取得ɾ家Ҿӽに係る費用の一部を助成しͯいます。

⃝助 成 額 上限30万円
⃝ਃࠐ期ݶ　令和５年３月31日（金）
※令和５年1月以降に手続きをされる場合

は事前に連絡をお願いします。
⃝ఏग़ॻྨ
・補助金申請書
・戸籍謄本または婚姻証明書
・夫婦の令和３年分の所得証明書
・世帯全員の納税証明書または滞納がない

ことを証明する書類
・売買または賃貸の場合は契約書
・領収書等支払金額のわかる書類
・住宅手当等支給証明書(対象者のみ)
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(対象

者のみ)
・退職証明書（対象者のみ）

⃝対象ੈଳ
次の要件をすべて満たす世帯
・令和４年１月１日～令和５年3月31日に婚姻届を提出し

受理された世帯
・夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下の世帯
・町内に住民票がある世帯
・新婚世帯の令和３年分の所得の合計が400万円未満の世

帯(貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所得か
ら控除した額）

・市町村民税等に滞納がない世帯
・過去にこの制度の補助を受けたことがない世帯
⃝対象経費
令和４年１月１日～令和５年３月31日に係る次の経費
・新規の住宅購入費用
・新規の住宅賃借費用（賃料、敷金、礼金、公益費、仲介手数料）
・結婚に伴う引越費用
・住宅のリフォーム費用
※住宅手当や引越手当などの支給がある場合、手当分につ

いては補助対象外

住民課 子育て支援グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）݁ࠗ৽ੜ活ࢧԉ補助金

༸ۜߦͱのࢦ定ཧ金༥ػ関ܖऴྃ  会計室　☎ 27‒2434
ொと北༸ۜ行とのࢦ定理ۚ༥ؔػのܖが、�݄��付でऴྃしました。

４月１日以降、北洋銀行の窓口で納入通知書等
の納付も可能ですが、その際には別途手数料がか
かります。

納入通知書等に記載されている北洋銀行以外の
金融機関の窓口をご利用いただくと、手数料はか
からず納付することができます。

北洋銀行をご利用の皆さまにはご不便をおかけ
しますが、ご理解いただきますようお願いいたし
ます。
※印刷の都合上、納入通知書等に北洋銀行名が記

載されている可能性がありますがご了承ください。

のධՁ額が࢈ࢿのݾ੫のೲ੫者はଞの地家のධՁ額とൺֱしͯࣗ࢈ࢿ定ݻ
適ਖ਼かを֬ೝするためにྩ̐の地ɾ家Ձ֨等ॎཡを見る͜とができます。

⃝ॎཡ期間
５月31日（火）まで
⃝ॎཡॴ
住民課 税務グループ
⃝ॎཡできるํ
固定資産税（土地・家屋）の納税者

⃝ॎཡ内容
町内の土地の所在地番、地目、地積、評価額、家屋
の所在地番、種類、床面積、評価額など
⃝持ͪ
本人確認書類（運転免許証、保険証など）
※代理人は、納税者の委任状を持参ください。

・家ͳͲのݻ定資࢈੫ධՁֹのॎཡ 住民課 税務グループ　☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）

お知らせ




